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座長
　日本薬剤師会常務理事

豊見敦
　福岡県薬剤師会常務理事

永嶋友洋

　医薬品医療機器等法（薬機法）が改
正され、「地域連携薬局」や「専門医
療機関連携薬局」の認定制度、服用期
間中の薬剤師によるフォローアップの
義務化が始まり、オンライン服薬指導
も可能となったことにより、薬局の位
置付けの重要性、対人業務の充実、よ
り一層の薬局機能の強化が求められて
いる。
　本分科会では、基調講演として厚生
労働省医薬・生活衛生局総務課の安川
孝志薬事企画官に ｢地域連携薬局｣ ｢
専門医療機関連携薬局｣ の位置付け、
認定制度が出来た背景や今後の薬局、
薬剤師の関わりについて講演いただく。
　次いで、中外合同法律事務所の赤羽
根秀宣弁護士からは、多岐にわたる改

正薬機法の中から、薬局の定義（薬機
法２条12項）を中心に薬機法の改正点
について法的視点から講演をいただく。
　日本薬剤師会の長津雅則常務理事か
らは｢連携する薬局の機能とは｣をテー
マに、地域包括ケアシステムの中で核
となる薬局と見なされるために ｢そ
もそもの薬局機能｣ を確実に発揮し、
すべての医療職、介護職、さらには
住民に対して情報を発信する、薬局
薬剤師のあるべき姿についてお話いた
だく。
　アップル薬局代表取締役で熊本大学
薬学部の山本雄一郎臨床教授からは、
薬機法改正後に法制化された ｢薬剤使
用期間の患者フォローアップ｣ につい
て実際の症例を交えフォローアップに
関する疑問を通して、フォローアップ
業務全般についてお話いただく。
　最後に、薬機法改正の意味合いや今
後の薬局、薬剤師の役割について討論
を行っていきたい。

（永嶋友洋）

改正薬機法に見る今後の薬局、
薬剤師のあり方

座長
　日本薬剤師会副会長

森昌平
　福岡県薬剤師会理事

窪田敏夫

　2040年時点で65歳の人は、男性の約
４割が90歳まで、女性の２割が100歳
まで生きると推計され、「人生100年」
が射程に入ってきている。一方、平均
寿命と健康寿命は約10年開きがあり、
この差が拡大すれば、日常生活に制限
のある、不健康の期間が延長するだけ
でなく、医療や介護に関する費用の
増大にもつながる。疾病予防と健康
増進、介護予防などによって、平均寿
命と健康寿命の差を短縮することがで
きれば、個人の生活の質の低下を防ぐ
と共に、社会保障負担の軽減も期待で
きる。
　本分科会では、基調講演として、「健
康寿命延伸における薬局・薬剤師の役
割」と題して、日本薬剤師会の有澤賢
二常務理事から、薬局が健康情報の
拠点として、健康サポート機能の一
層の充実、機能評価に努めていく必要
性がある中、健康寿命延伸における
薬局・薬剤師の役割について講演い
ただく。
　次いで４人のシンポジストから健康

寿命と密接な疾病についての知識、予
防および支援方法について紹介いただ
く。九州栄養福祉大学リハビリテー
ション学部の橋元隆教授には、ロコモ
ティブシンドローム（運動器症候群）
予防のための運動・体操、サルコペニ
ア（加齢に伴う筋肉量の低下）に対す
る運動や栄養の介入方法について紹介
していただく。
　高齢者のフレイルは、多剤併用も要
因の一つとされており、原土井病院薬
剤部の中道真理子科長には、リハ薬剤
（リハビリテーション薬剤）の視点か
らフレイル高齢者に対する薬物療法支
援についてお話いただく。
　福岡市薬剤師会薬局七隈店の早田佳
生副薬局長には、認知症早期発見のた
め保険薬局で物忘れチェックの実施に
取り組み、認知症疑いを見い出し病院
へ受診勧奨を行った症例等を講演いた
だく。
　ＪＣＨＯ九州病院薬剤部の吉国健司
副薬剤部長には、心臓リハビリテー
ションにおける薬学的管理の実際とポ
イント、入院患者が退院する際の地域
連携について紹介いただく。最後の討
論を含めて薬局・薬剤師による健康寿
命延伸への寄与の一助となれば幸いで
ある。

（窪田敏夫）

健康寿命延伸への寄与
～人生100年時代～

座長
　日本薬剤師会理事

一條宏
　福岡市薬剤師会常務理事

満生清士

　医薬品が安定供給されることは医療
の根本であり、国民が安全・安心に健
康的に暮らすためには不可欠である。
昨今、医薬品の製造におけるＧＭＰ、
ＧＱＰ違反による業務停止命令、自主
回収等により後発医薬品市場が混乱を
招き、医療現場に大きな影響をもたら
す事態等が起きている。本分科会では
医薬品の安定供給について、専門的な
立場から現状や課題、取り組み等につ
いて講演していただき、医薬品の安全
性確保と安定供給に対する議論をより
深めていただく。
　基調講演は日本薬剤師会の安部好弘
副会長より「医薬品の安全確保・安定
供給」について、2020年９月に開催さ
れた「医療用医薬品の安定確保に関す
る関係者会議」においての議論の取り
まとめや、新しい概念「安定確保医薬
品」の社会的位置づけへの理解、近年
の現状、制度的な問題点、医薬品のシー
ムレスな医療供給のための様々な施策
構築の必要性などについて講演してい

ただく。
　次に青山学院大学の三村優美子名誉
教授からは「医薬品の安定供給と流通
機能の高度化」について医薬品流通を
取り巻く変化や抱える問題点と今後ど
のような流通機能や仕組みづくりが必
要なのかなど、新しい流通問題への課
題と取引制度改革の必要性について講
演していただく。
　日本製薬団体連合会品質委員会の大
久保恒夫委員長からは「医薬品の安定
供給について」日本製薬団体連合会お
よび製薬企業が医薬品の安定供給確保
をするために行っている組織づくりや
情報提供、ガイドライン等の作成など
様々な取り組み等について講演してい
ただく。
　最後に日本医薬品卸売業連合会の一
條武副会長からは「医薬品安定供給に
おける医薬品卸の現状と役割」とし
て、日本における医薬品の多品種少量
生産の弱点による出荷調整など、医薬
品の流通の現状と問題点、サステナビ
リティの強化、医薬品卸の新たな社会
的価値観の創出に向けてビジョンの策
定など取り組みについて講演していた
だく。

（満生清士）

医薬品の安定供給

座長
　日本薬剤師会理事

大原整
　福岡県薬剤師会常務理事

原口恵子

　改正薬機法において「薬局は全ての
医薬品を安定的に供給し、薬剤師が医
薬品の適正使用に必要な情報提供及び
薬学的知見に基づく指導の業務を行う
場所」と薬局の定義が改められた。本
分科会では、法律に謳われる薬局がど
のようなものなのか、薬剤師、薬局が
取り組むべきことは何かを考える。
　基調講演は「要指導医薬品・一般用
医薬品と薬局・薬剤師」と題し、日本
薬剤師会の岩月進常務理事から、改正
薬機法で必須となった一般用医薬品の
販売において、薬局、薬剤師が、今す
べきことは何かについて講演いただく。
　次いで「国民皆保険制度を護るセル
フメディケーション～セルフメディ
ケーションの日シンポジウム2020から
～」と題し、日本ＯＴＣ医薬品協会の
川瀬一朗薬制常任委員から「セルフ
メディケーションの日シンポジウム
2020」での基調講演内容の紹介と共に、

国民皆保険制度を護るために医療資源
を有効に使う必要があり、そのために
セルフメディケーションが果たせる可
能性や課題について講演いただく。
　また、日本中毒情報センターつくば
中毒110番の高野博徳施設次長から、
「日本中毒情報センターの役割と一般
用医薬品の適正使用への寄与につい
て」と題し、中毒情報センターに寄せ
られる相談事例の分析により見えてく
る、医薬品適正使用に果たす服薬指導
の重要性について講演いただく。
　最後に、福岡市薬剤師会の福岡英樹
氏から「保険薬局中心の薬局が一般用
医薬品に取り組むために～『かつて薬
剤師は”町の科学者”と呼ばれていた』
を考えてみる～」と題し、医薬分業
が進むことで薬局の機能が変化して
いる中、演者自身の経験と、今と昔の
薬局を分析することで見えてきた、
薬局が取り組む課題について講演いた
だく。
　薬剤師、薬局を取り巻く環境が大き
く変わってきていると感じる。オール
薬剤師で目指すべきベクトルを共有で
きると幸いである。

（原口恵子）

一般用医薬品等の流通と適正使用


